
令和２年３月１２日 

保護者様 

世田谷区立桜丘小学校 

校長  佐々木 克二 

臨時休業中の分散登校日について【お知らせ・お願い】 

 

日頃より本校の教育活動にご理解、ご協力いただきありがとうございます。また、保護者の皆様におかれまし

ては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止にご協力いただき、心より感謝申し上げます。 

さて、３月１１日（水）世田谷区教育長より発出されました「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目

的とした区立小中学校の休業の継続について」を受け、「分散登校日」を下記のとおり、本校では設定いたしま

した。ご理解とご協力をいただきますようお願い申し上げます。 

記 

１ 登校日    ３月１９日（木） 

 

２ 対象児童   全校児童 

 

３ 登校時間帯  裏面の「分散登校日 一覧表」を参照ください。 

 

４ 目 的    ① お子様の臨時休業中の体調や生活の様子等について確認する。 

② 教室などに残された荷物の持ち帰りと通知表・修了証、資料等を配付する。 

③ 6 年生は、登校時間帯ごとに卒業式の練習も行う。 

 

５ 感染予防対策 ① 登校前には、検温をして健康状態の確認の上、登校させてください。 

② 登校時間帯を分け同時に集合する児童の人数を制限しています。 

③ 校舎内の換気、手洗い・うがい等による対策を講じます。 

         ④ マスクの着用（咳エチケット）のご協力をお願いいたします。 

⑤ 登下校時は、人の多く集まる場所をできるだけ避けるようお子様にお話しください。 

⑥ 手洗い後に使用するハンカチの携帯をお願いいたします。 

 

６ お願い    ① 荷物を入れる袋を持たせてください。また、ランドセルでの登校をお願いいたします。

多くの荷物を持ち帰りますので、保護者の方が付き添われても構いません。また、安全

上全部の荷物を持ち帰るのが難しい場合は、学校に置いて帰ることもあります。その場

合は、3 月 20・21・22 日のうちに保護者の方と取りに来てください。 

         ② 臨時休業中の課題の提出は、４月以降となりますので当日の提出の必要はございません。 

③ 分散登校日にお子様が登校することが困難な場合につきましては、学校にご相談くださ

い。荷物については 3 月 20・21・22 日のうちに保護者の方と取りに来てください。通

知表の受け渡しについては、担任からご連絡いたします。 

  （分散登校日に登校ができなくても欠席にはなりません。） 

④ 通常の登校時間と異なりますので、交通安全について十分にご家庭でお話しください。 

 

【問い合わせ】  

副校長 小俣弘子  

03（3429)1375 


